
第六回

参第四号

特別未帰還者給与法の一部を改正する法律（案）

　特別未帰還者給与法（昭和二十三年法律第二百七十九号）の一部を次のように改正する。

　第一条中「ソビエト社会主義共和国連邦の地域内において未復員者と同様の実情にある

もの」を「ソビエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、

満州又は中国本土、（主務大臣の指定する地域を除く。）の地域内において、ソビエト社

会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にあるもの」に改める。

附　則

１　この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年十一月一日から適用する。

２　この法律によつて新たに追加される地域内において第一条の規定に相当した者であつ

て、昭和二十四年一月一日から同年十月三十一日までに帰国したものに対しては、未復

員者給与法の一部を改正する法律（昭和二十三年法律第二百七十七号）附則第二条から

第五条までの規定の例に準じ、療養を行い、並びに遺骨の埋葬に要する経費及び障害一

時金を支給する。この場合において、これらの規定中「この法律施行前」とあるのは

「昭和二十四年十月三十一日以前」と、「この法律施行の日」とあるのは「昭和二十四

年十一月一日」と、「昭和二十三年八月三十一日」とあるのは、「昭和二十四年十月三

十一日」と、「同年九月一日」とあるのは「同年十一月一日」と、「乙に定める金額」

とあるのは「甲に定める金額」とそれぞれ読み替えるものとする。



理　由

　樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満州及び中国本土（主務大臣の指定す

る地域を除く。）の地域内において、ソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と

同様の実情にある一般邦人に対しても、特別未帰還者として未復員者に準じた給与支給の

途を拓く必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


